
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

8,121 8,616 7,234 8,191 8,400 7,677 7,453 8,871 7,780 10,812 8,722 8,943 100,820

9,290 8,726 7,182 8,587 10,515 11,202 10,270 10,924 8,718 11,310 7,258 9,487 113,469

87% 99% 101% 95% 80% 69% 73% 81% 89% 96% 120% 94% 89%

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

1,016 1,099 976 1,049 2,499 677 832 1,028 2,600 970 952 974 14,672

1,261 1,181 980 1,062 2,809 914 1,072 1,199 3,049 1,008 761 1,089 16,385

81% 93% 100% 99% 89% 74% 78% 86% 85% 96% 125% 89% 90%

（様式４）

平成２７年度　指定管理者制度導入施設の管理運営状況等

施設名 常盤老人福祉センター

指定管理者名 社会福祉法人　藤崎町社会福祉協議会

指定期間 平成２７年　４月　１日～平成３２年　３月３１日（１年目）

施設所管課 福祉課

１　施設の概要

設置年月 昭和５６年２月 根拠条例等 藤崎町老人福祉センター条例

設置目的 老人福祉推進のため高齢者の生きがいと健康づくり

施設内容 会議室、相談室、調理室、浴場、休憩場

利用料金

会議室使用料：（町内）半日1,000円、全日1,500円（町外）半日1,500円、全日2,000
円
休憩料：（町内）大人150円（町外）大人200円
入浴料：大人250円、中人100円、小人50円

開館日
会議室等：12月29日から1月3日以外の平日と土曜日の午前
浴場：毎月1日以外の日（但し1日が日曜日、祝日の場合は翌日）

開館時間
会議室等：平日は、午前9時から午後5時、土曜日は午前9時から正午まで
浴場：午前7時から午後9時まで

２　指定管理者が行う業務

項　　目 業務内容

維持管理業務
施設の開館及び閉館、建物、設備の保守点検及び小規模修繕、使用手続き。また、公
衆浴場としての換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀等常に
良好な状態において管理を行う。

企画運営業務
生活健康相談、健康増進、教養講座、老人クラブの育成援助等高齢者の生きがいと健
康づくりに関する事業を行う。

３　利用状況

（1）利用実績【利用者数】　          　　　　　　　　　　　　　　　　　         （単位：人、％）

平成２７年度
(Ａ)

平成２６年度
(Ｂ)

(Ａ)/(Ｂ)

増減要因等
H26年度は藤崎老人福祉センター改修工事期間である8月～12月に常盤老人福祉センターで利用者数を大きく伸ばした結果、H27
年度は通常ベースに戻ってきたと思われる。

（2）利用料金収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

平成２７年度
(Ａ)

平成２６年度
(Ｂ)

(Ａ)/(Ｂ)

増減要因等
H26年度は藤崎老人福祉センター改修工事期間である8月～12月に常盤老人福祉センターで利用者数を大きく伸ばした結果、H27
年度は通常ベースに戻ってきたと思われる。



◯

Ａ（優）：適正であり、優れた実績をあげている　　　Ｂ（良）：適正である

Ｃ（可）：概ね適正であるが、一部改善を要する　　　Ｄ（否）：改善や更なる取組が必要

４　収支状況

財源区分
(該当する番号に○)

１　指定管理料のみ

２　指定管理料+利用料金収入

３　利用料金収入のみ

収入科目 金額(千円) 支出科目 金額(千円)

指定管理料 1,574 維持管理費 7,726

利用料金 14,672 事　業　費 11,245

そ　の　他 393 そ　の　他 0

合　計　（①) 16,639 合　計　(②) 18,971

収支差額(①－②) -2,332

５　利用者満足度状況(アンケート調査)

質問の内容 回　答

６　評価結果

評　　価　　項　　目 指定管理者 町所管課

（評価の視点） 自己評価 評価 コメント

１．サービスの維持・向上に向けた取
組みが行われているか。

B A
開館日、開館時間、接客マナー等事業計画に掲
げられた業務が適正に行われている。また、利
用者の意見、苦情に迅速に行動している。

経費節減に努め、適正に執行されている。

２．利用促進に向けた取組みが適切に
行われているか。

A A
地域住民や団体との交流を図り、施設及び各種
事業のＰＲに努め利用促進を行っている。

３．施設、設備及び備品の維持管理及
び修繕が適切に行われているか。

B A
建物・設備の修繕等が適切になされ、利用者が
快適に利用できる状態が保たれている。

A A
個人情報の保護に対する取り組みが適正に行わ
れている。

４．緊急時の対応・安全管理などの危
機管理が適切に行われているか。

B B
事故防止、事故発生時の対応体制が確立されて
いる。

５．指定管理料が適正に執行されてい
るか。

A A

全　　体　　評　　価 B A
施設、設備が良好な状態で管理され、維持管理
業務が適正であり、利用者が快適に利用できる
よな取り組みが行われている。

【評価基準】　　　　

６．成果目標達成のための努力が行わ
れ、成果が上がっているか。

B B 成果目標達成の取り組みが行われている。

７．個人情報の保護


